
 

  

議案第５号 

 

愛西市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

 

 愛西市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１７年愛西市条例第３６

号）の一部を改正する条例を別紙のように定めるものとする。 

 

平成２８年２月２３日提出 

 

愛西市長 日 永 貴 章 

 

 

提案理由 

 

 この案を提出するのは、地方公務員法及び学校教育法の改正に伴い、改正

する必要があるからである。 



 

 

愛西市条例第 号 

 

愛西市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する

条例 

 

愛西市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１７年愛西市条例第３６

号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「第２４条第６項」を「第２４条第５項」に改める。 

第８条の３第１項第２号中「小学校」の次に「、義務教育学校の前期課程

又は特別支援学校の小学部」を加える。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、

公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の日を早出遅出勤務

開始日とする改正後の愛西市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第８条

の３の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則

の定めるところにより、当該請求を行うことができる。 


